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 100ボリバル札の流通停止による抗議活動に関する注意喚起 

 

１６日，１１日の大統領令により，１００ボリバル札が１５日をもって流通が停止され

たことを受け，１００ボリバル札を両替するため，多くの国民が中銀を赴くも、現金不足

により両替されなかったことから，各地において，抗議活動が発生し、一部地域では，暴

動や略奪行為が発生しました。 

その後、１７日，マドゥーロ大統領が，１００ボリバル札は明年１月２日まで使用可能

であると発表したことから，事態は一旦収束していますが，不測の事態に備え，下記の情

報をご参照頂き，注意をお願いします。 

 

記 

１ 抗議活動及び略奪行為発生地域 

（１）ボリーバル州 

（２）トゥルヒージョ州 

（３）メリダ州 

（４）モナガス州 

（５）タチラ州 

（６）ララ州 

（７）ヤラクイ州 

（８）アンソアテギ州 

（９）スリア州 

（10）アプーレ州 

 

 ２ 注意事項 

（１）略奪行為がいつどこで発生するか予測するのは不可能ですが，外出時には，事前に，

外出先や経路の状況を確認して下さい。また，抗議活動の発生場所付近に出かけるのは絶

対に避けるようにして下さい。 

（２）現下の厳しい経済状況や治安の悪化もあり，当面の間は，夜間早朝の外出や不要不急

の外出は控え，できる限り，食料品，飲料水等の備蓄に努めるとともに，やむなく外出せ

ざるを得ない場合には，テレビ，ラジオ，インターネット等で，事前に，外出先や経路の

状況を確認するようにお願いいたします。 


